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○ 被害者ホットライン連絡先（電話・ファクシミリ） 

刑事裁判により犯人が財産犯等の犯罪行為により得た
財産（犯罪被害財産）のはく奪（没収・追徴） 
（外国の裁判等によりはく奪された「犯罪被害財産」に
ついては，外国からの譲受け） 

検察官による支給手続の開始 
　・ 
 
　・ 

 
支給対象となる犯罪行為や申請期間を定め，
官報に掲載 
把握している支給対象者に通知 

申請期間内に検察官に申請書を提出 
　・ 

 
被害を受けたことやその被害額を示す資料，本
人確認書類（運転免許証等）の写しなどの所要
の資料を添付 

検察官による申請内容のチェック，判断（裁定） 

すべての裁定，費用等の確定 

被害回復給付金の支給 

検察官から申請人に対し判断の結果を記載した「裁定書」
の謄本の送付 

※　検察官による手続の一部を，弁護士である 
　　「被害回復事務管理人」に任せることがあります。 

法務省刑事局  

基本的な支給手続の概要 

　組織的犯罪処罰法の改正により，詐欺

罪や高金利受領罪（出資法違反）といった

財産犯等の犯罪行為により犯人が得た財

産（犯罪被害財産）は，その犯罪が組織的

に行われた場合やいわゆるマネー・ローン

ダリングが行われた場合には，刑事裁判に

より犯人からはく奪（没収・追徴）すること

ができることになりました。 

　このようにして犯人からはく奪した「犯

罪被害財産」（※）を金銭化して「給付資金」

として保管し，そこからその事件により被

害を受けた方に給付金を支給する制度が 

「被害回復給付金支給制度」です。 
※　外国の裁判等によりはく奪された「犯罪
被害財産」を我が国が譲り受けた場合も
同様です。 

（犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律） 

札幌地方検察庁 
　０１１－２６１－９３７０ 
函館地方検察庁 
　０１３８－４１－１６５５ 
旭川地方検察庁 
　０１６６－５１－６２５９ 
釧路地方検察庁 
　０１５４－４１－６１３３ 
青森地方検察庁 
　０１７－７２２－１２３４ 
盛岡地方検察庁 
　０１９－６２２－６２３６ 
仙台地方検察庁 
　０２２－２２２－６１５９ 
秋田地方検察庁 
　０１８－８６２－５５７２ 
山形地方検察庁 
　０２３－６２２－５１２２ 
福島地方検察庁 
　０２４－５３４－５１３５ 
水戸地方検察庁 
　０２９－２２１－２１９９ 
宇都宮地方検察庁 
　０２８－６２３－６７９０ 
前橋地方検察庁 
　０２７－２３５－７８２８ 
さいたま地方検察庁 
　 ０４８－８６３－２２９８ 
千葉地方検察庁 
　０４３－２２１－２０６５ 
東京地方検察庁 
　０３－３５９２－７６１１（電話） 
　０３－３５９２－７６１４（FAX） 
横浜地方検察庁 
　０４５－２１１－７６３８ 
新潟地方検察庁 
　０２５－２２６－０９２２ 
富山地方検察庁 
　０７６－４２１－４１４８ 
金沢地方検察庁 
　０７６－２２１－３５７３ 
福井地方検察庁 
　０７７６－２８－８７４４ 
甲府地方検察庁 
　０５５－２２８－９７３２ 
長野地方検察庁 
　０２６－２３２－８１８０ 
岐阜地方検察庁 
　０５８－２６２－５１３８ 
静岡地方検察庁 
　０５４－２５２－７２０４ 
名古屋地方検察庁 
　０５２－９５１－４５３８ 
津地方検察庁 
　０５９－２２８－４１６６ 

※　被害者ホットラインは，夜間・
休日でも伝言やファックスでの
利用が可能です。 
 
○法務省ホームページ　 
　http://www.moj.go.jp/ 
○検察庁ホームページ 
　http://www.kensatsu.go.jp/

大津地方検察庁 
　０７７－５２７－５１４９ 
京都地方検察庁 
　０７５－４４１－９１０３ 
大阪地方検察庁 
　０６－４７９６－２２５０（電話） 
　０６－４７９６－２２４２（FAX） 
神戸地方検察庁 
　０７８－３６７－６１３５ 
奈良地方検察庁 
　０７４２－２７－６８６１ 
和歌山地方検察庁 
　０７３－４２２－４２８５ 
鳥取地方検察庁 
　０８５７－２２－４１７７ 
松江地方検察庁 
　０８５２－３２－６７０１ 
岡山地方検察庁 
　０８６－２２４－３３２２ 
広島地方検察庁 
　０８２－２２１－２４６７ 
山口地方検察庁 
　０８３－９２２－３１５３ 
徳島地方検察庁 
　０８８－６５２－５１９８ 
高松地方検察庁 
　０８７－８２５－２０４５ 
松山地方検察庁 
　０８９－９３５－６６０７ 
高知地方検察庁 
　０８８－８７２－９１９０ 
福岡地方検察庁 
　０９２－７３４－９０８０ 
佐賀地方検察庁 
　０９５２－２２－４２５９ 
長崎地方検察庁 
　０９５－８２２－４４７７ 
熊本地方検察庁 
　０９６－３２３－９０６８ 
大分地方検察庁 
　０９７－５３４－９７２８ 
宮崎地方検察庁 
　０９８５－２９－２１５６ 
鹿児島地方検察庁 
　０９９－２２６－０６９１ 
那覇地方検察庁 
　０９８－８３５－９９９７ 

（平成１８年１１月現在） 

制度の詳しい内容などをお知りになりたい方は，最寄りの地方検察庁の
「被害者ホットライン」が窓口になりますので，こちらにお問い合わせ
ください。 



Ｑ Ｑ Ｑ Ｑ Ｑ Ｑ Ｑ Ｑ 

Ａ Ａ Ａ Ａ 

Ｑ Ｑ Ｑ Ｑ 

Ａ Ａ Ａ Ａ 

Ａ Ａ Ａ Ａ 

刑事裁判刑事裁判で認定認定された 
財産犯等財産犯等の犯罪行為犯罪行為の 

被害者被害者 

刑事裁判で認定された 
財産犯等の犯罪行為の 

被害者 

一連の犯行として行われ 
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　支給を受けるにはどうすれ
ばいいのですか？ 

　どのくらいの額が支給され
るのですか？ 

　刑事裁判で認定された財産犯等
の犯罪行為の被害者のほか，そう
した犯罪行為と一連の犯行として
行われた財産犯等の犯罪行為（※）
の被害者です。 

※ 裁判では認定されなかったいわゆ
る余罪の犯罪行為で，その範囲は，
具体的な事件ごとに検察官が定め
ることになっています。 

　また，これらの被害者の相続人等

も対象となります。 

　ただし，犯人の共犯者や犯人から

不正な利益を得た人等は対象にはな

りません。 

　支給額の上限は，各人が実際に
被害を受けた額です。ただし，「給
付資金」が被害額の総額より少な
い場合は，「給付資金」を各人の被
害額に応じてあん分した額がそれ
ぞれへの支給額になります。 

※ 費用等の金額はあん分する前に差
し引かれます。 

支給例（費用等の金額を除く） 

被害者被害者A A 
支給額支給額１００万円万円 
被害者A 

支給額１００万円 

被害額 
２００万円 

１，０００万円 
（給付資金） 

被害額 
３００万円 

被害額 
５００万円 

被害額 
１,０００万円 

被害者被害者B B 
支給額支給額１５０万円万円 
被害者B 

支給額１５０万円 

被害者被害者C C 
支給額支給額２５０万円万円 
被害者C 

支給額２５０万円 

被害者被害者D D 
支給額支給額５００万円万円 
被害者D 

支給額５００万円 

　どのような人が支給の対象
になるのですか？ 

　刑事裁判により犯人から「犯罪
被害財産」がはく奪されると，手
続を行う検察官が支給対象となる
犯罪行為や申請期間を定め，支給
手続が開始されます。手続の開始
は官報に掲載されますが（※），検
察官が支給対象者がいることを把
握している場合は，それら支給対
象者には個別に通知をします。 
　支給手続が開始されれば，申請
期間内に申請書（最寄りの検察庁
に用意されています。法務省，検
察庁のホームページからもダウンロー
ドできます）に必要な事項を記載し，
所要の資料を添えて，手続を行っ
ている検察官に提出してください（郵
送でも構いません）。 

※ 検察庁のホームページにも掲載さ
れます。 

この範囲は， 
具体的な事件ごとに
検察官が定めます。 
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